
定款より組合員の資格・加入・脱退に関する事項の要約

〒358-0026  埼玉県入間市小谷田4-6-11　TEL 04-2965-0954（組合員課）

組合員加入・脱退等については、お近くのJA窓口まで

【組合員の資格】
第12条　JAいるま野の組合員は、正組合員及び准組合員です。
２　次に掲げる要件に該当する方は、当ＪＡの正組合員となることができます。
（１）５アール以上の土地を耕作する農業を営む個人で、その住所又はその経営の土地若しくは施設が当ＪＡの地区内にある方
（２）１年のうち50日以上農業に従事する個人で、その住所又はその従事する農業に係る土地若しくは施設が当ＪＡの地区

内にある方
（３）農業を営む法人(その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本の額又は出資の総額が3億円を超える法

人を除く。)で、その事務所又はその経営に係る土地が当ＪＡの地区内にあるもの
３　次に掲げる要件に該当する方は、当ＪＡの准組合員となることができます。
（１）　当ＪＡの地区内に住所がある方で、当ＪＡの事業を利用することが適当と認められる方
（２）　当ＪＡと融資、貯金、共済、物品購入のいずれかの取引を１年以上継続して行っている方で、当ＪＡの地区内に勤務

地があり、引き続き当ＪＡの事業を利用することが適当であると認められる方
（３）　住所や勤務地が当ＪＡの地区に無い場合は、当ＪＡからの物品購入、当ＪＡを利用しての物品販売取引を１年以上継

続して行っている方で、引き続き当ＪＡの事業を利用することが適当であると認められる方
（４）　この組合の地区の全部又は一部を地区とする農業協同組合
（５）　地区内に住所がある当ＪＡの正組合員個人が主たる構成員となっている農用地利用改善事業実施団体で、当ＪＡの事

業を利用することが適当であると認められるもの。
（６）　地区内に住所がある当ＪＡの正組合員個人が主たる構成員となっている農事組合法人やその他の団体で、当ＪＡの事

業を利用することが適当であると認められるもの。
【加入】
第14条　当ＪＡの組合員加入を希望される方は、出資口数を記載した加入申込書を組合に提出していただきますが、法人等
団体での加入につきましては、さらに次の書類の添付が必要となります。
（１）　定款又はこれに代わるべき書類
（２）　加入についての総会の議事録の抄本等当該団体の加入の意思を証する書面
（３）　代表者の氏名及び住所を記載した書面
２　当ＪＡは、提出いただいた申込書を審査の上、加入の可否についてご連絡いたします。
３　当ＪＡが組合員加入を承諾した場合は、加入申込書に記載された出資金の払込みをしていただき組合員となります。
４　組合員加入を希望される方が、組合員たる資格を有するかどうか明らかでないときは、理事会においてこれを決定します。
【脱退】
第19条　組合員は、いつでも、その出資持分の全部を譲渡することによって脱退することができますが、その出資持分を譲
り受ける方がいないときは、当該組合員は当ＪＡに対しその出資持分を譲り受けるべきことを請求することができます。
２　前項の規定に基づく請求があったときは、当ＪＡはその請求の日から60日を経過した日以後に到来する事業年度末にお
いてその持分を譲り受けます。この場合には、当ＪＡに対する出資額を限度として出資持分を払い戻しいたします。
３項～５項は省略
６　組合員は、第１項の規定による持分全部の譲渡によるほか、次の事由によって脱退となります。
（１）　組合員たる資格の喪失
（２）　死亡又は解散　
（３）　除名
【出資口数の減少】
第22条　組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他やむを得ない理由があるときは、理事会の承
認を得てその出資の口数を減少することができる。
２項は省略

・農業に必要な生産資材、
　お米などの生活資材の
　提供
　・安心安全な農産物を
　　消費者の方へ

購買・販売

不慮の災害から組合員や
地域の皆さまの暮らしを
守ります
　・生命、建物、火災、
　　自動車

共済

・営農相談、営農指導
・生活相談、生活指導
・健康相談
・法律、税務相談
・資産管理相談

相談・指導

・デイサービス
（日帰り介護）

高齢者福祉

地域のメインバンクを
目指して、信頼できる
サービスを提供します

・貯金、融資、為替

信用
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組合員加入のご案内



組合員とは？

主な組合員資格

　当ＪＡは、組合員・地域の皆さまとのふれあいを大切に、地域に根ざした事業展開を進めるとと
もに、幅広い暮らしの相談におこたえし、豊かな暮らしづくりをお手伝いさせていただいておりま
す。組合員に加入し、「地域の農業」「地域の経済」を盛り上げる仲間になりませんか。
　組合員には、組合員資格があり「正組合員」と「准組合員」があります。農業者である「正組合
員」の意思決定によりＪＡは運営されていますが、地域の皆さんも「准組合員」としてご利用いた
だくことができます。

◆正組合員になれる方
●当ＪＡ管内にお住まい又は、土地・施設があり５アール以上の耕作をしている農業を営む個
人の方

●当ＪＡ管内にお住まい又は、土地・施設があり年50日以上農業に従事している個人の方
●当ＪＡ管内に事務所又は土地がある農業を営む法人（一定規模以上のものを除く）

◆准組合員になれる方
●当ＪＡ管内にお住まいの方　
●当ＪＡ管内にお勤めの方で、当ＪＡの所定事業を１年以上ご利用されている方など　
●農業者の協同組織など

※上記以外の方でも組合員になれます。詳しくは、裏面をご覧下さい。
※当ＪＡ管内の市町………川越市、所沢市、飯能市、狭山市、入間市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、 
　　　　　　　　　　　　日高市、ふじみ野市、入間郡三芳町、入間郡毛呂山町、入間郡越生町

組合員加入手続きについて ※毎年総代会の日（６月中旬）の２週間前から総代会の日までの間は加入の
　受付はしておりません。

裏面の組合員の資格をご確認の上、各支店窓口にて加入希望をお申し付け下さい。
なお、組合員加入時には出資（出資金）が１口以上必要になりますが、適正なＪＡ運営のため、
10口以上の出資をお願いしております。　※出資１口の金額は、1,000円です。

組合員脱退手続きについて
脱退希望であることを、加入手続きを行っていただいた支店窓口に申し出ていただければ手続きが
できます。
なお、毎事業年度末（３月末）の60日前までに書面を提出いただくことで、その年度末での脱退と
なります。
また、お預かりしていた出資金については、その額を限度として払い戻しいたします。

※ＪＡの経営状況により全口（全額）払い戻しが保証されているものではありません。
※脱退手続き完了後、貯金口座が不要であれば解約の手続きをお願いします。

①組合員加入申込書の必要事項をご記入いただき、身分を証明する書類と共に支店窓口にご提出
下さい。

②書類を確認の上、組合員加入の可否判断をさせていただきます。
③加入可能であれば、申込に基づき出資（出資金）を普通貯金口座より引き落としをさせていた
だきます。

　なお、当ＪＡに普通貯金口座が未開設の場合は、口座開設手続きもお願いいたします。（配当
金の入金等の為）

④組合員加入事務手続きが完了しましたら、後日、出資証券を発行しお届けいたします。
　※出資証券は、10口以上の出資をいただいた場合に発行いたします。

加入時に必要になる書類等（個人の方）　※法人・団体の加入時には別途書類が必要になります。

●組合員加入申込書（支店窓口に設置しております）
●身分証明書（運転免許証・パスポート・健康保険証等）
●印鑑（当ＪＡ普通貯金口座を開設されている方は、届出印をお持ち下さい）
●当ＪＡ普通貯金通帳（未開設の場合は開設をお願いいたします）

脱退時に必要になる書類等（個人の方） ※法人・団体の脱退時には別途書類が必要になります。

●持分全部の譲受請求および脱退届（支店窓口に設置しております）
●身分証明書（運転免許証・パスポート・健康保険証等）
●印鑑
●出資証券（お持ちでない場合は、その旨をお申し出下さい）
●委任状（脱退手続きを本人以外の方が行う場合）

組合員になると？
●ＪＡの総合事業を活かした、有資格者によるライフステージにあわせた資産の運用、保障の充実
提案や、専門家による各種相談（税務・法律・相続）や、耕作しなくなった農地の活用などの相
談を受けられます。

●総代会（組合の最高の意思決定機関）の議決により、出資（出資金）に応じた配当金や所定の事
業利用の分量に応じた配当金をお受取りになれます。

　※ＪＡの事業実績によっては、お受け取りになれない場合があります。
●ＪＡポイントカードをお申込みいただき、当ＪＡ所定の事業をご利用いただくと、一定基準のポ
イントが付き、そのポイントはキャッシュバックや直売所等での商品購入などに交換することが
できます。

※毎年１月30日（閏年は１月31日）より３月31日までの間は任意脱退の
　受付はしておりません。

お願い 組合員加入後、以下の時は必ず加入手続きを行った支店にご連絡ください。

●住所が変更になった………………………住所変更手続き、又は脱退手続きが必要になります。

●氏名が変更になった………………………氏名変更手続きが必要になります。　

●組合員本人が亡くなられた………………相続手続き、又は脱退手続きが必要になります。

●組合員資格が喪失又は変更になった……脱退手続き、又は資格変更手続きが必要になります。

●出資証券を紛失してしまった……………出資証券の再発行手続きが必要になります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上記以外でもご不明な点がございましたら、窓口にご相談下さい。

JA事業を

JAの所定の事業をご利用頂くと、
一定基準のポイントが付きます。

利用する

ポイントを

貯まったポイントを4つの中から
選んで交換できます。

交換する

自動キャッシュバック

キャッシュバック

購買品の購入や
直売所での商品購入

三菱UFJニコス
ポイント

ポイントが

JAの所定の事業を利用するたびに
ポイントが貯まっていきます。　

貯まる

定期性
貯金

年金
振込

給与
振込

公共
料金

融資 長期
共済

購買品
購入

直売所
買物

▼組合員ポイントカード

▼ポイント機能付 JAカード
　〈クレジット機能付き〉

○入会資格 /組合員個人
○入会金・年会費無料

※ＪＡポイントカードについて、詳しくは JA窓口まで

〔ＪＡポイントサービスの概要〕

※JAカード（クレジット機能付き）の
場合は、発行者である三菱UFJニコ
ス株式会社が定める年会費が別途
必要になります。
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